
令和５年度制度改正等について

令和４年度⻄宮市指定障害児通所⽀援事業者集団指導説明資料
⻄宮市法⼈指導課
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令和５年度主な制度改正事項

•１．自動車を運行する場合の所在の確認

•２．安全計画の策定等

•３．インクルーシブ保育実施時の保育士等の配置基準の緩和

•４．懲戒権の削除に伴う指定基準の削除

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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令和５年度主な制度改正事項
１．自動車を運行する場合の所在の確認

① 乗降車時に点呼等による障害児の所在確認

② 送迎車両への安全装置の設置

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料

「こどものバス送迎・安全徹底プラン 〜バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策〜」資料より
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１．自動車を運行する場合の所在の確認
①乗降車時に点呼等による障害児の所在確認
【全事業所対象】
障害児の通所や所外活動等のために自動車を運行する場合、障

害児の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により障害児の所
在を確認すること。

※通所だけでなく、所外活動を含む障害児が乗降するすべての機
会で必要

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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１．自動車を運行する場合の所在の確認
①自動車を運行する場合の所在の確認
事業者が取り組むべき内容については、
「安全管理マニュアル（こどものバス送迎・安全徹
底マニュアル）」参照

※安全管理マニュアルは⻄宮市HPに掲載しています。
「障害児通所⽀援事業所における送迎時の安全管理の徹底に
ついて」（ページ番号：18033737）
https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/fukushiservice/jitsu
_sogei.html

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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１．自動車を運行する場合の所在の確認
②安全装置の設置

【児童発達⽀援・放課後等デイサービスが対象】

通所用の自動車を運行する場合、当該自動車に安全装置の設置
を装備し、当該装置を用いて、降車時に児童の所在を確認する
こと。

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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１．自動車を運行する場合の所在の確認
②安全装置の設置
【安全装置を取り付ける必要がある車両】
（使用目的）日常的に送迎目的のため運行する車両

※専ら行事など、送迎以外に用いる車両は対象外

（車両形状）原則３列シート以上の車両（別添資料参照）
※2列シート以下の車両は対象外
※３列以上でも見落としの恐れが少ないと認められる形態は対象外

（運行者等）直営か委託かは問わない。リース車両も対象
※ただし、車検の代車など一時的に使用する車両は対象外

設置義務車両かわからない場合は法⼈指導課にご相談ください。

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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「「こどものバス送迎・安全徹底プラン」に関する地方自治体向け説明会」資料より
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「「こどものバス送迎・安全徹底プラン」に関する地方自治体向け説明会」資料より
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１．自動車を運行する場合の所在の確認
②安全装置の設置
【取り付ける安全装置の種類】
国土交通省ガイドラインを満たした安全装置であることが必要
（次ページ参照）

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料

内閣府ホームページにて、ガイドラインを
満たした装置をリスト化し公表

内閣府HP「送迎用バスの置き去り防止を⽀援する安全装置の
リストについて」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/anzen
/list.html
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令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明
資料
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１．自動車を運行する場合の所在の確認
②安全装置の設置
【令和６年３月３１日までの経過措置】
安全装置が設置できない場合は下記代替措置を講じること。

運転席に確認を促すチェックシートを備え付けるとともに、車体後方に
障害児の所在確認を行ったことを記録する書面を備えるなど、障害児が降
車した後に運転手等が車内の確認を怠ることがないようにすること。

※チェックシートは安全管理マニュアル参照
※なるべく、令和５年６月末までに設置に努めてください。

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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令和５年度主な制度改正事項
２．安全計画の策定等
【全ての障害児通所⽀援事業所が対象】
①安全計画の策定

②従業者に対する周知及び研修・訓練の実施

③保護者に対する安全計画に基づく取組内容等の周知

④定期的な安全計画の見直し・変更

経過措置 令和6年3月末まで努力義務
令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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２．安全計画の策定等
①安全計画の策定

事業所ごとに、当該事業所の設備の安全点検、従業者、障害児
等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活そ
の他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓
練その他指定児童発達⽀援事業所における安全に関する事項につ
いての計画（安全計画）を策定し、当該安全計画に従い必要な措
置を講じなければならない。

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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２．安全計画の策定等
①安全計画の策定
【安全計画で定めることが想定される内容】
※以下については、保育所における安全計画作成例

①安全点検に関すること
・施設・設備の安全点検（備品、遊具、散歩コース、防火設備、避難経路等）
・マニュアルの策定・共有（リスクの高い場面（送迎等）、緊急対応が必要な場面（災害、不審者の侵
入、火事等）に関するもの）

②児童・保護者への安全指導に関すること

③実践的な訓練や研修の実施に関すること
避難訓練、緊急対応等

④事故等の再発防止の徹底に関すること
令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」より
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令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明
資料

「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」より
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令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明
資料

「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」より
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令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明
資料

「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」より
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２．安全計画の策定等

②従業者に対する周知及び研修・訓練の実施
従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければなら
ない。

③保護者に対する安全計画に基づく取組内容等の周知
障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づ
く取組の内容等について周知しなければならない。

④定期的な安全計画の見直し・変更
定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

※国から計画策定に関する解釈通知が発出された際はお知らせします。

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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令和５年度主な制度改正事項
３．インクルーシブ保育実施時の保育士等の配置基準の緩和

【児童発達⽀援・医療型児童発達⽀援が対象】
児童発達⽀援事業所に保育所・家庭的保育事業所等・幼保連携型認定こど
も園が併設されている場合であって児童と交流する場合両施設の設備や⼈
員を共用・兼務することができる。

※家庭的保育事業所等
家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業
居宅訪問型保育事業を行う場所については対象外。

上記に基づき⼈員・設備基準緩和を受けることを検討している場合は、法⼈指導課にご
相談ください。

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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第52回社会保障審議会児童部会 資料２−４
「児童福祉法施行令の一部を改正する政令案及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正案」より
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３．インクルーシブ保育実施時の保育士等の配置基準の緩和

【要件】
・保育所・家庭的保育事業所等・幼保連携型認定こども園が併設されていること。
・障害児の⽀援に⽀障がないこと。
・保育所等と児童発達⽀援事業所（児発）それぞれの⼈員基準や設備（面積）基準
を満たしていること。

（例）保育所の満3歳児40⼈と併設の児発の障害児20⼈とが交流する場合
【保育士の⼈員基準】
（保育所）満３歳児40⼈の基準である保育士２⼈以上
（児発） 障害児20⼈の基準である保育士４⼈以上
【保育室の設備基準】
（例）（保育所）30㎡以上必要、（児発）20㎡必要
→交流を行う保育室の面積は50㎡以上必要

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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３．インクルーシブ保育実施時の保育士等の配置基準の緩和

実施にあたっては留意事項が示されていますので、確認をお願いします。

「保育所等におけるインクルーシブ保育に関する留意事項等について」（令和４年12
月26日厚労省通知） 一部抜粋
・児童発達⽀援計画（個別⽀援計画）に、保育所等との交流における具体的なねらい
及び⽀援内容等を明記すること。
・障害児やその保護者に対して、交流のねらいや障害児が共に過ごし、互いに学び合う
ことの重要性を丁寧に説明すること 。
・交流を行うにあたり、障害児の障害特性や情緒面への配慮、安全性が十分に確保され
る体制を整えること。
・交流を行う際の活動等については、交流する保育所等の保育士等も交えながら検討し
ていくこと。等

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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令和５年度主な制度改正事項
４．懲戒権の削除に伴う指定基準の削除

【児童発達⽀援センターが対象】
⺠法上の懲戒権削除に伴い、懲戒権に関する条例中の規定を削除

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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令和５年度主な制度改正事項

その他
こども家庭庁の新設に伴い、障害児通所⽀援に係る事務が厚生労働省からこど
も家庭庁に移管されます。

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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令和5年4月から基準・要件が変更になる事項
１．⼈員基準「障害福祉サービス経験者」の廃止
【令和3年3月末時点の指定児童発達⽀援・放課後等デイサービス事業所対象】

２．身体拘束廃止未実施減算の適用要件拡大
【全事業所対象】

３．特定処遇改善加算の見える化要件の追加
【全事業所対象】

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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令和5年4月から基準・要件が変更になる事項
１．人員基準「障害福祉サービス経験者」の廃止
【令和３年3月時点で指定していた児童発達⽀援・放課後等デイサービス事
業所が対象】
（これまで）
令和３年３月までサービス提供職員の⼈員基準に含めることができた「障害福祉サービ
ス経験者」が廃止。
経過措置として、令和３年3月時点で指定していた事業所については、令和５年３月31
日まで引き続き⼈員基準に含めることが可能

（令和5年4月から）
⼈員基準に含めることができなくなります。
※令和3年4月以降指定事業所については、すでに廃止されています。

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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令和5年4月から基準・要件が変更になる事項
２．身体拘束等廃止未実施減算の適用要件拡大
【全事業所対象】
（これまで）
① やむを得ず身体的拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の障害児の心身
の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録が行われていない場合

（令和5年４月以降）
上記①に加え、②〜④の場合についても適用
② 身体拘束等適正化委員会を１年に１回以上開催していない場合
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合
④ 身体拘束等の適正化のための研修を年１回以上実施していない場合

※令和４年４月から義務化。義務化の内容は上記以外にもあります。

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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令和5年4月から基準・要件が変更になる事項
２．身体拘束等廃止未実施減算の適用要件拡大
【減算内容】
適用期間中にサービスを提供した利用者全員に５単位減算
【適用期間】
事実が生じた月の翌月から、３月後市に提出する改善計画に基づく改善が認めら

れた月まで

【減算要件の事実が判明した場合】
・市に改善計画書の提出が必要
・３月後に改善状況を市に報告が必要

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料

-32-



令和5年4月から基準・要件が変更になる事項
２．身体拘束等廃止未実施減算の適用要件拡大
※現時点で減算要件に該当する場合は、速やかに必要な措置を講じてください。
・身体拘束等適正化委員会の議事録様式
・身体拘束適正化のための指針のひな形
については⻄宮市ホームページに掲載しています。

⻄宮市ホームページ
「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止について」（ページ番号：
94288419）
https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/fukushiservice/20220311110833178.html

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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令和5年4月から基準・要件が変更になる事項
３．福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見える化要件

特定処遇改善加算（Ⅰ・Ⅱ共通）の算定にあたり、特定処遇改善加算の取組につい
て、ホームページへの掲載等により公表が必要

【公表方法】
・障害福祉サービス等情報公表制度の活用

・各事業者のホームページの活用

・事業所・施設の建物に外部から見える場所への掲示

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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令和６年４月から義務化される事項
令和３年度報酬改定に伴い、新設又は追加された基準のうち、経過措置
として令和６年３月まで努力義務となっている事項

１．感染症・食中毒の予防・まん延防止措置の実施【全事業所対象】

２．業務継続計画の策定等【全事業所対象】

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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その他令和６年４月から義務化される事項
１．感染症・食中毒の予防・まん延防止措置
【全事業所対象】
感染症・食中毒等（感染症等）の防止のため下記の措置が必要。
①感染症防止委員会の開催（３月に１回以上）及びその結果について従業者に周知徹
底

②感染症等防止のための指針の作成

③感染症等防止のための研修の実施（年２回以上及び新規採用時）

④感染症防止のための訓練の実施（年２回以上）

令和４年度西宮市指定障害児通所支援事業者集団指導説明資料
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その他令和６年４月から義務化される事項
２．業務継続計画（BCP）の策定等
【全事業所対象】
災害・感染症が発生した場合であっても、サービス提供を継続的に実施するため、以
下の措置が必要

② 従業者に対する業務継続計画の周知徹底、研修（年１回以上及び新規採用時）、
訓練（年１回以上）の実施

③ 業務継続計画の定期的な見直し・必要に応じて変更の実施
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① 業務継続計画の策定
BCP作成研修動画、ひな形等は厚労省HP参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaig
o/kaigo_koureisha/douga_00003.html
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サービス管理責任者等の更新研修について
平成３０年度までのサービス管理責任者研修・児童発達⽀援管理責任者

研修を受講された方は、令和５年度末までに更新研修を受講する必要があ
ります。

兵庫県より令和５年度の研修募集の連絡があれば、メーリングリスト等
でお知らせします。

各事業所においても、兵庫県ホームページにて当該研修の情報を適宜確
認してください。
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